
(根拠条文)

評価実施時期

規制の新設・改廃の内容・目的 （内容）
  ①子育て中の働き方の見直し
　　ア）事業主は、その雇用する労働者のうち３歳に満たない子を養育する労働者に対する短時間勤務の制度を設けなければならな
い。
　　イ）事業主は、３歳に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合には、所定外労働をさせてはならない。
　　ウ）上記ア）イ）に関する労働者の請求に対する不利益な取扱いの禁止規定を設ける。
　②父親も子育てができる働き方の実現
　　ア）父母ともに育児休業を取得する場合、育児休業取得可能期間を延長する。
　　イ）配偶者の産後休業中に育児休業を取得した場合、再度の休業を可能とする。
　　ウ）配偶者が専業主婦（夫）の場合にも育児休業の取得を可能とする。
　③子育て・介護の状況に応じた両立支援制度の整備
　　ア）子の看護休暇を拡充する。
　　イ）介護休暇制度を創設する。
　④実効性の確保
　　ア）都道府県労働局長による紛争解決の援助及び調停の仕組みを創設する。
　　イ）事業主が勧告に従わない場合に対する公表制度や、虚偽報告等に対する過料制度を創設する。
　
（目的）
　少子化対策の観点から、喫緊の課題となっている仕事と子育ての両立支援等を一層進めるため、男女ともに子育て等をしながら働き
続けることができる雇用環境の整備を図ること。

想定される代替案
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３歳未満の子を持つ労働者に対して勤務時間の短縮措置の義務付け等規制の名称

平成２１年４月

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律　第９条、第16条の２、第23条

　①及び③について、勤務時間短縮の措置の義務付け、所定外労働を免除する請求権の創設、子の看護休暇の拡充、介護休暇の創
設を行うのではなく、育児休業期間を現行の子が１歳に到達する日までから３歳に到達する日までに延長し、併せて介護休業期間を１
年間に延長する。
　②について、新設する規制案を行うのではなく、父親も子育てができる働き方をより実現するため、男性の育児休業取得期間として１
～３ヶ月未満が最も多い現状を踏まえ２か月間の育児休業取得を男性に対して義務づけるものとする。
  ④実効性の確保として法違反に対する罰金を設ける。



代替案

（遵守費用）

　事業主の人事労務管理に関する費用の増大。

（行政費用）
　新設する規制案と同様、国が、労働者、事業主に対して周知・指
導するための費用が生じる。これに加え、法違反に対する罰金を
設けるため捜査機関等、他の行政機関に係る費用が発生する。

（その他の社会的費用）
　男性の育児休業の義務化について社会的コンセンサスが得られ
ていないなかで、それを強制すると社会的摩擦が生じる可能性が
あるため、そういった摩擦を生じさせないために労働者及び使用者
双方の理解を得るなど社会的費用が発生する。

代替案

（労働者への便益）
　 ①～④のいずれも、男女ともに子育てをしながら働き続けること
ができる環境の整備を図ることが可能となる。

（事業主への便益）   男女ともに子育てをしながら働き続けることができる環境の整備
を図ることが可能となり、従業員の定着率の向上等のメリットが生
ずる。

（社会的便益） 　男女ともに子育てをしながら働き続けることができる環境の整備
を図ることが可能となり、少子化対策や女性労働力の確保に資す
る。

　新設する規制も代替案も、男女がともに子育て等をしながら働き続けることができる環境の整備に資すると考えられるが、代替案で
は、法違反に対する罰則を設けることにより捜査機関等、他の行政機関に係る費用が発生するほか、男性の育児休業を強制化するた
めの費用が発生する。
　一方、新設する規制案については、女性が子育て等をしやすい勤務形態を選択できるほか、男性の子育てや家事への参加を促し女
性の負担を軽減できるものと期待され、代替案に比べ両立支援及び少子化対策への効果がより期待できる。
　以上の観点から、新設する規制の方が望ましいものと考えられる。

分析結果

　国が、労働者、事業主に対して周知・指導するための費用が発生
する。

想定される便益

新設・改廃する規制案想定される費用

　男女ともに子育てをしながら働き続けることができる環境の整備を
図ることが可能となり、労働者の希望の実現に資する。

　男女ともに子育てをしながら働き続けることができる環境の整備を
図ることが可能となり、従業員の定着率の向上等のメリットが生ず
る。

新設・改廃する規制案

  男女ともに子育てをしながら働き続けることができる環境の整備を
図ることが可能となり、少子化対策や女性労働力の確保に資する。

　事業主は、勤務時間短縮措置又は育児休業を利用した労働者の
代替要員を確保する必要が生じるなど、事業所内部における人事
労務管理に関する費用が生じる。

　その他の社会的費用は発生しないものと考えられる。



備考

一定期間経過後の見直し（レ
ビュー）を行う時期又は条件

　改正法の附則において、「政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況につ
いて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」とされている。

 労働政策審議会建議「仕事と家庭の両立支援対策の充実について」（平成２０年１２月２５日）において、以下のとおり報告されている。
　　・短時間勤務について、３歳に達するまでの子を養育する労働者に対する事業主に
　　　よる単独の措置義務とすることが適当である。
　　・所定外労働の免除について、３歳に達するまでの子を養育する労働者の請求により対象となる制度とすることが適当である。
　　・父母がともに育児休業を取得する場合に、育児休業取得可能期間を子が１歳２ヶ月に達するまでに延長することが適当である。
　　・出産後８週間以内の父親の育児休業取得を促進し、この期間に父親が育児休業を取得した場合には、特例として、育児休業の再
度取得の申出を認めることが適当である。
　　・育児休業、時間外労働の制限等における労使協定による専業主婦（夫）除外規定等の廃止が適当である。
　　・（子の看護休暇について）付与日数を小学校就学の始期に達するまでの子が一人であれば年５日、２人以上であれば年１０日とす
ることが適当である。
　　・要介護状態にある家族の通院の付き添いなどに対応するため、介護のための短期の休暇制度を設けることが適当である。
　　・不利益取扱いについて、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」（以下「均等法」という。）にお
ける取扱いも踏まえ、育介法の趣旨、目的に照らして必要な見直しを行うことが適当である。
　　・苦情処理・紛争解決の援助について、均等法における仕組みと同様の仕組みを設けることが適当である。
　　・均等法と同様に、公表及び過料の規定を設けることが適当である。
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